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 K-107 注射用ランジオロール塩酸塩（手術時）の算定について 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 手術時に不整脈等の傷病名がない場合の注射用ランジオロール塩酸塩

（オノアクト点滴静注用）の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 注射用ランジオロール塩酸塩（オノアクト点滴静注用）の添付文書にお

ける効能・効果は「手術時の頻脈性不整脈に対する緊急処置、手術後の循

環動態監視下における頻脈性不整脈に対する緊急処置、成人及び小児の心

機能低下例における頻脈性不整脈、生命に危険のある不整脈で難治性かつ

緊急を要する場合、敗血症に伴う頻脈性不整脈」とされており、手術時に

頻脈性不整脈等が認められない場合、本剤の適応がない。 

 以上のことから、手術時に不整脈等の傷病名がない場合に対する当該医

薬品の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


